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宗教の現実構成派的理解
一主観的現実の社会的維持機構として-

芳 賀 学

現代日本は「宗教（復興）の時代」と呼ばれており，しかも，それは「不安の時代」としての現代の傾向
に対応するものとして解釈されてきた。しかし，そこには，不安・宗教の両概念把握をめぐっての混乱があ
る。本稿では，現代に特有の不安が世界観の主観的現実の脆弱化に起因しているとの把握をもとに，社会的
世界の主観的現実維持機構とそこでの宗教の位置の把握を求めて，現実構成派一主としてP.L.バーガー
-の論述を検討する。そして，そこから得られた視角に関して日本に適用する場合の限界と意義について検

討し，その結果を踏まえてそれが現代日本の不安と宗教の状況へアプローチする際の基本的な視角と成りう
ることを主張する。

０：はじめに も，パンフレットの送付や，ターミナル駅など
での布教．募金・アンケートなどの宗教団体の
活動に出会う機会が増加していることから実感
される。
ところで，こうした一連の動きは，（ともす

るとセンセーショナルに）現代に「宗教（復
興）の時代」という刻印を与える証拠として扱
われてきた。そして，これは，一般に，現代の
もう一つの顔である「不安の時代」の裏返しと
して解釈されてきた。例えば，現代の新宗教
は，「不安産業」と呼ばれているし，また,NH
Ｋ放送世論調査所の調査でも，各種の不安に対
する質問項目が設定されている。そして，この
文脈上では，こうして不安からの解放を求めて
人々は宗教へと関心を向けるのであると容易に
考えられるのである。
この仮説は，直観的に現代のある面を鋭く捉

えていると思われるが，その真偽は未だ検証さ
れていない問題である。つまり，今まで述べら
れてきたことは，現代日本人の持つ傾向として
の二つの現象の提示とその連関についての試行
的な解釈である。実際，不安を感じる層と宗教

現代の日本においては、宗教に対する関心が
頓に強まっていると言われる。確かに，書店の
宗教書コーナーは盛況を呈しており，テレビ・
雑誌などのマス・メディアを通して，宗教の情
報が多く流されているという実感がある。そし
て，文部省統計数理研究所やNHK放送世論調
査所の調査結果はその裏付けを提出している。
「宗教が生活上必要であると考える人」の比率
は，７０数％にものぼり，しかも，通時的にも７０
年代中期までの減少傾向から，その後一転して
急速な増加傾向へと移行しており，現在もその

（２）傾向は持続していると考えられる。また，「信
仰を持つ人」の比率もこれとほぼ同じ動向を示
しており70年代中期以後増加傾向へと転じてい
（３）
る。その中でも，西山茂が「新新宗教」と命名
した根本主義色や呪術色の強い教団（統一教
会，阿含宗など）や，「現代の小さな神々」と呼
ばれる単立宗教法人は，教団数．信者数とも勢
力の拡大が顕著である（西山〔1986〕，朝日新聞
社[1984])。これは，われわれの生活において
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に関心を持つ層とが一致し，二つの要素間に強
い相関があるかどうかさえも未解決である。し
かし，そうした実証的な課題に移る前に一つ解
決しておかなければならない問題がある。それ
は，この仮説に含まれる二つの傾向把握自体の
問題である。まず，宗教について言えば，先に
増加していることが示された「宗教が生活上必
要」という意識にしても，宗教のイメージ自体

（４）
が実に多種多様である。通常，その中には，先
にあげた新新宗教の他に仏教・神道などの伝統
的な宗教や新宗教，果てはオカルト・占い・初
詣・縁起を担ぐ､､ことなどまで，近代の世界観か
ら見て「非合理的な営為」と類別されるものの
全てが含まれる。しかも，日常的な語感からす
れば，その重要な要素である神社神道や既成仏
教教団の動きは大勢として現代において決して
勢力を増しているとは言えず上の仮説とは背反

（５）
する。また，不安についても同様のことは言え
る。未来への予測がどんな時代でも完全でない
以上，人は不安を感じる。ところが，現代は殊
更に不安が強調されている。それならば，そこ
には，現代に特有の不安の存在が示されなけれ
ばならないのである。今まで，この二つの点に
ついて，暖昧な概念の使用が成されてきた。そ
して，こうした暖昧な規定によって論を展開す
ることは，必然的に様々な現象を区別なく包含
することを帰結した。言い換えれば，こうした
視角からは，スローガン以上のことを言うこと
は不可能である。それは，不安と宗教の復興
（興隆）という二つの現象傾向を媒介する，因
果連関の論理的な分析が未整備であることから
も証明される。
それ故，こうした問題関心に立てば，現代の

不安（以下，＜不安＞と略す）を特定し，それ
を生み出す要因を探究することに課題を設定す
ることが必要である。つまり，＜不安＞がどの

ような社会的要因により規定されているのか。
裏返せば，通常一般的には，＜不安＞はどのよ
うな社会的プロセスをもって事前的／事後的に
回避されているのかという原理的レヴェルまで
一旦降りてそこに働く要因について検討し，そ
こからの知見をもとに現代のく不安＝宗教復興
＞説の実証のために必要な視角を導出していく
ことが求められるのである。本稿では，こうし
た問題関心に立ってその一作業として，現実構
成派（主としてP.L.バーガー）の所説を検
討していく。

１：現代のく不安＞

不安は，広辞苑によれば，「安心できないこ
と。気がかりなさま。心配。不安心｡」と説明さ
れている。そして，この心理状態は，行為決定
の不確実性に起因すると言える（何か一つの行
為に絞りきれないところに不安は生ずる)。例
えば，「未来の危険・挫折・破局・喪失に対す
る予測」（大原[1969:15])はこの不確実性を必
然的に導き出し,その主要な原因となる。そし
て，一般に行為決定にあたり，目標とする状況
が確実に得られるかどうかは（程度の差はあっ
ても）常に不確定である以上，こうＬた予測か
ら生ずる不安はあらゆる社会に遍在する。とこ
ろが，先に述べたように，現代は殊更に不安が
強調される時代である。そうした現代の不安
（＝＜不安＞）とは，何が特別なのであろうか。
こうしたことには，多くの社会学者が見解を

述べている。例えば，大村英昭は現代を評して
「“不安”のアノミー」と呼んでいる。彼によ
れば，現代人は，（かつてＲ、K.マートンが記
述したような）確固たる生活目標の存在を前提
にした上でその達成手段からの疎外により引き
起こされる，怒りを伴った「“不満”のアノ
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ミー」に晒されているのではなく,(E・デュル
ケームが「ニヒリスム」と呼んだような）献身
すべき生活目標自体からの疎外に苦しんでいる
のである（大村[1980])。つまり,<不安＞と
は，献身すべき生活目標を提示する全般的な意
味の座標（＝ある特定の世界観）の確固たる存
在が現代人にとって前提できないことから生じ

（６＞
るものと言える。言い換えれば，＜不安＞と
は，生活目標を規定する世界観自体のゆらぎ
（＝意味喪失）から生ずる行為決定の不確実性
と対応するものなのである。これは，もし世界
観の存在が自明なまでに堅固であるならば，生
活目標も自明であり，残されるものは，将来の
未確定な要因に基づく先に記述した普遍的な不
安となるはずであることからもわかる。した
がって，こうしたく不安＞に関わる要因を確定
することとは，世界観の主観的な現実性を維持
する要因を特定することに他ならない。そし
て，人間にとって，世界観とは社会的に構成さ
れるものであるから，この問題は共同主観的に
構成された世界の主観的現実維持機構の分析と
なるのである。

選択肢があると言える。そして，この限りにお
いて所与の社会的世界はその中から窓意的に選
び取られたものなのである。したがって，そこ
には必然的に社会的世界の不安定性が潜ん．でお
り，まさにそれこそがく不安＞の根源的な背景
を成すのだと言える。ただ，それはそのまま放
置されるわけではなく，そこには広く社会的世
界の現実維持機構が装備されている。その議論
を（社会的世界の）主観的現実維持に関わるも
のとして見た場合,legitimatiOn(正当化図式
（７）
）とplausibilitystructure(妥当性構造）の二つ

（８）の主題が中核を成すと考えられる。
(1)legitimation(正当化図式）
まず，正当化図式という主題では，社会的世

界の主観的現実維持機構の内，中核的な役割を
果たす，世界観の内部に仕組まれた特殊な説明
体系について語られる。
社会的世界を構成するのは，制度的プロ‘,ｸ.ラ
ムである。制度的プログラムとは，（特定の行
為者類型と特定の行為手続きとの対応物であ
る）役割＝制度の体系であり，動物の「環境世
界」を構成する行動プログラムと対応するもの
である。しかし，人間の場合，この制度的プロ
グラムから構成される世界（＝制度的世界）は
前述したように唯一決定された世界ではなiI,､か
ら，それを「疎外」化することが社会的世界の
安定的な維持には必要となる。そこで発動され
るのが，正当化図式という，社会的世界の主観
的現実維持機構として重要な位置を占める存在
である。この正当化図式とは，「社会的に霧体
化されたく知識＞であって，それは社会秩序を
解説しその正しさを証明することに役立つ」
(Berger[1967=1979:43-44])ものと定義さ
れ，その機能は，社会的世界を「客観的に妥当
なものとすると同時に主観的にもっともらしい
ものにする」(Berger=Luckmann[1966=1977:

２：現実構成派の基本枠組

P. L .バーガーとTH .ルックマンに代表
される現実構成派の社会学者は，広く現実の社
会的構成過程一般に取り組んだ。彼らの依拠す
る哲学的人間学の前提によれば，動物のように
先天的に決定された世界（環境世界）を持たな
い人間は，社会的世界を構成してそこに住んで
いるわけであるが，それはそれ故に本質的に
「人為性」という性質を持っている。この性質
がく不安＞の源泉と言える。人為的に造られた
ものである以上，それは人為的に変更可能であ
る。つまり，人間の住む社会的世界には無数の
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157])ことであると説明される。
つまり，正当化図式とは，制度的プログラム

を説明する「客観性」を持つ（｢非人為的」（＝
人為不変）と当該の社会成員により捉えられ
る）＜知識＞のことである。ところで，こうし
た正当化図式には多様なレヴェルが設定される。
まず，第一に制度的プログラム自身による自己
正当化を果たす事実性のレヴェルと，それへの
挑戦により必要とされる二次的な正当化図式
（≠制度的プログラム）のレヴェルとが区別さ
れる。そして，後者は更に次のような各レヴェ
ルに分けられる。①「ものごとはそうしたもの
だ」とするような伝統的肯定図式である前理論
的レヴェル，②格言・道徳的処世訓などの初期
理論的レヴェル，③特定の制度的部門を対象と
する神話・民話などの理論的レヴェル，④制度
的世界の全てを説明対象とする宗教・科学など
の高度に理論的なレヴェル。
ここで使用される正当化図式は一般化・抽象

化の程度は様々であるが，先に示したように，
「客観的」なく知識＞ないしその体系である。
しかも，こうした定義を立てれば,これらの正
当化図式を構成するのは所謂「宗教」的く知識
＞に限られない。その社会にあって「客観的」
と捉えられていることが弁別基準であり，それ
ゆえに，近現代においては，「科学」的と称する
く知識＞の多くも正当化図式として利用されて
いるのである。
以上で，正当化図式についての簡単な説明を

行ったが，その主観的現実維持機能についても
う少し補足しておこう。正当化図式は，一般
に，個人に対して，その説明対象とする制度領
域に関して統合的な解釈を可能にする。例え
ば，それが象徴的な形態を取り制度的世界の全
てをその説明対象とする時（④のような場合）
には，社会に起こる全ての現象に意味を付与す

るような解釈枠組が設定される。そして，もは
やどんな状況に際しても，状況定義（正当な認
識）と行為指針（正当な規範）が明確に指定さ
れるのである。言い換えれば，第一に，それは
個人の経験を主観的に解釈しようとする際の秩
序を提供する。そして，それは，共時的な役割
の統合という水平的なレヴェルと生活史上の経
験という垂直的なレヴェルの双方に関して行わ
れる。しかも，第二に，それはいわゆるマージ
ナルな状況の解釈を可能にする。夢や白昼夢も
さることながら，それが，最も顕著となるの
は，個人が死に際した時である。死は，そこに
直面する人々にとってそれへの意味付与なしに
は耐えられない現象であり，それが故に，それ
に対する説明なしには容易に社会的世界全体の
現実性を転覆する契機となる。これを日常的な
経験と同じ解釈枠組の中に位置づけることに
よって，対応が図られるのである。
(2)plausibilitystructure(妥当性構造）
もう一方の妥当性構造という主題では，主観

的現実維持に関して，世界観自体ではなくそう
したく知識＞の信悪性(plausibility)を生み出す
装置について語られる。
妥当性構造という概念は，彼ら（特にバー
ガー）の言明によれば，主観的現実を維持する
のに必要とされる特定の社会的基礎と社会的プ
ロセスのことである。その例として，彼らは，
カトリックの信仰をあげて，それはカトリック
社会の存在とそれとの意味ある関係によって支
えられていると言っている(Berger=Luck-
mann[1966=1977:261])。この場合，特定の社
会的基礎とは，「カトリック社会の存在」であ
り，社会的プロセスとは，「それとの意味ある
関係」であることは自明である。それゆえ，こ
れを一般化して，特定の社会的基礎とは，当該
の世界観を「妥当(plausible)｣(=正当(right)･
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それぞれにおいて確証経験に大きな影響を与え
る，他者の「現前性」は大きく変化する。しか
も，それらとは独立に，第三に相互確証過程の
持続性（首尾一貫性）が大きな影響を与え,る。
頻度またはそれを補うだけの密度を持ち，しか
も，一貫した確証の存在が人々の主観的現実を
真に実感されるものとして維持するのに必要な
のである。
(3)両主題の関連
以上のように要約した，現実構成派の主観的

現実をめぐる基本枠組を構成する正当化図式と
妥当性構造という二つの主題は，言い換えれ
ば，主観的現実維持のための世界観内部で､の基
盤と社会構造的基盤ということができる。つま
り，前者（正当化図式）は，社会的世界{|:また
はその一部）を対象にしてその認識と規範の正
しさ（＝正当性）を基礎づけるく知識＞であっ
た。個人は，この正当化図式により解釈をi'加え
ることで社会的世界の「もっともらしさ＝現実
性」を獲得する。つまり，正当化図式は，人々
に経験の解釈の為の座標系を提供するのであ
り，彼らは個々の主観的経験の全てをこの枠組
みに当てはめることにより解釈しつつ，同時に
経験によりこの解釈枠組自体の「正当性＝現実
性」を確認することになる。それに対し，後者
（妥当性構造）とは，制度的プログラム及び／
または正当化図式に関して，他者によってその
信葱性を確証する社会的プロセスであった。個
人は，このプロセスを通じて他者の明示的・暗
黙的な賛同という体験を得るのであり，それに
よって世界観の「信懸性＝現実性」を獲得する
のである。
このように，両者はレヴェルを異にするもの

である。しかし，そのことはそれらが主観的現
実維持をめぐって互いに全く独立に動き，その
間に何の連関もないことを示すわけではない。

理屈に合う(reasonable)・納得できる(accept-
able))と考える（ないし感じる）他者からなる
社会集団の存在，特定の社会的プロセスとは，
そうした集団に属する他者との間に交わされる
（社会化・再社会化を含む）相互確証過程をそ
れぞれ意味すると考えることができる。これを
まとめれば，妥当性構造とは世界観を共有する
人々からなる集団を基礎にそこで相互に主観的
な現実性を確保すべく行われる社会的プロセス
の総体を指すものなのである。そして，この妥
当性構造の存在を通じて，そうした他者の存在
やそうした他者との関係のない時に生ずる，社
会的世界の全てが夢・幻・想像の産物ではない
かというような「当の現実が意識のなかに維持
しえなくなる特殊な疑念を停止させる」(Ber-
ger=Luckmann[1966=1977:261-262])ことが
可能になるのであり，その意味でく不安＞を回
避する機構として働くのである。
この妥当性構造の具体的な過程は，社会・文

化的に多様な形態を取るが，そこには以下のよ
うな条件が相互に絡み合っている。なぜなら，
個人が日常生活において何らかの形で関係を取
り結ぶあらゆる他者は，彼の主観的な現実維持
に影響を与え，しかも，その程度や領域は一様
ではなく様々な要因に規定されるからである。
まず，その多様さは，第一に他者の社会的属性

（９）
による。一般に，家族や友人などの意味ある他
者は主観的な現実維持の中核に存在するのに対
して，役割者として出会うそれほど重要でない
他者はその補助的な役割を果たすに止まる。ま
た，それとは別に，社会的に「権威」のある他
者の場合，その領域については素人よりも強い
影響を彼に与える。第二に，妥当性構造の多様
さはそうした他者との媒体による。そうした他
者との間には，会話を始めとして文通・書物・
マスコミなどの媒体が存在する。そして，その
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人間の場合，世界観は先験的な存在である。
なま
「生の経験」と↓､うものを想定するとしても，
何らかの意味を伴った経験というものは，世界
観を媒介にした解釈によって生ずる。正当化図
式は，その世界観の正当性を支える特殊な意味
の層であり，こうした層の存在により，解釈枠
組の正当性が保証されているのである。ただ，
個人にとっては，内在化された世界観が正当化
図式によりその正当性を保証されたところで，
それによりそうした解釈枠組自体の信瀝性が保
証されたわけではない。内在化された解釈枠組
自体が「幻影」である可能性は依然として残る
ことになる。そして，そうした解釈枠組の信懸
性の基盤は，主観的意識の外部に存在する他者
の経験に求められるのである。なぜなら，他の
経験と異なり，他者経験は特殊な位置にある。
つまり，他者経験は，世界観の解釈枠組に沿っ
て捉えられると同時に，正当化図式を含む世界
観全体の「客観性」を提供する源泉であるから。
一方，妥当性構造の方も正当化図式の影響を受

ける。なぜなら，妥当性構造における社会的プ
ロセスとは，相互確証過程の制度において行わ
れるのであって，それは他の制度と同様に正当
化図式の説明対象と成りうるからである。
そして，それゆえに，この二つ（正当化図式
と妥当性構造）の間には連関が存在する。それ
をバーガーは，次のように定式化している

（１０＞(Berger[1967:47=1979:70-71])。
①「妥当性構造が堅固であればあるほど，それ
をく基盤＞とする世界もまた堅固となる｡」
②「妥当性構造が堅固さを失うほど，世界を維
持するための（二次的な）正当化図式の必要度
はそれだけ痛切なものとなる｡」（括弧内筆者）
ここで示されている両主題の連関は，妥当性

構造による正当化図式の規定性の文脈で解釈す
るか，正当化図式による妥当性構造の規定性の

文脈で解釈するかでこつの見方が可能である。
この連関を前者の文脈で解釈することは割と

簡単である。そこでは，この連関は，社会的世
界の事実性（自明性）をめぐるものとして現れ
る。妥当性構造とは，先に示した通り，社会的
世界を対象とした場合，その信葱性を生み出す
社会機構である。それ故，妥当性構造が堅固で
あればあるほど，社会的世界の現実定義への挑
戦は存在しなくなり，社会的世界は事実性（自
明性）という性質をおのずから持つようになる。
つまり，社会的世界が自明性を持つ場合，それ
は自らの正当性の根拠を論証するまでもなく，
（いわば暗黙知として）自らの存在をもってそ
れに充てるのである（制度的プログラム＝一次
的な正当化図式)。そして，結果としてその主
観的現実は堅固となる。逆にいうと，妥当性構
造の堅固さが失われることは，社会的世界の自
明性の欠如を帰結する。そのことは，当然社会
的世界を構成する制度的プログラムの認識・規
範に対する窓意性の感覚を増大させ，その根拠
を問う疑問を生んでいくことになる。そして，
それに対応する（解答を与える）ために，二次
的な正当化図式が切実に求められることになる
のである。
つぎに，この連関について正当化図式による

妥当性構造の規定性の文脈での解釈を試承る
が，その為には，解決して置かねばならない問
題がある。それは，妥当性構造の「堅固さ」と
いう尺度である。この文脈から見て上記の定式
化で鍵となっているのは，この尺度であるから
その指示内容は明確化する必要がまずある。そ
して’この問題と絡めて，妥当性構造の脆弱化
に伴って必要度を増すとされる二次的な正当化
図式がどうやってそうした状況に対処していく
のかを解明しなければならない。妥当性構造
は，今までの記述で示されたように，社会的世
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この内，前者とは，「逸脱者」を物理的に排除す
ること・教化する（｢改心」させる）こと・物理
的に隔離することなどを通じて，人々の社会的
相互作用の中での同質性（＝否定要素の排除）
を保証しようとする方法である。つまり，その
社会の成員にとっては自らの内面化した世界観
に対して異議を申し立てる他者との接触が無く
なるような状況が目指されるのである。それに
対して，後者は「逸脱者｣に意味（精神）的な
排除・隔離を与えることを通じて，自らの世界
観の防衛が目指される。そこでは，反対者たち
に特殊なレイベリングが施されるのである。こ
の種のレイベリングの代表的な例としてば，異
端者というラベルが挙げられる。このラベルを
貼られた個人は他の社会成員から精神的に排除
（または隔離）されることになる。つまり，彼
らは，自分達（常人）とは全く異なった存在と
認知され，それ故，彼らとの社会的相互作用に
おいて自らの主観的現実に否定的な経験を得た
としても，それは彼らの持つそうしたラベルゆ
えと解釈され，通常主観的現実への脆弱化のイ
ンパクトをほとんど持たないことになるのであ
る。
ところで，この二つの戦略は社会的世界の主

観的現実性を維持しようという指向から出てい
るものであるが，これらは具体的にどんな条件
を指示するのであろうか。物理的戦略の場合，
そこに流れている指向は先にあげた（全体社会
の成員全てが同一の世界を信奉する）ような同
質的な社会状況を生み出すことにある。社会成
員が社会的相互作用を取り結ぶ最大の範調が全
体社会なのであるから，その中から「逸脱者」
を排除すれば主観的現実への脆弱化要因は消え
去り，妥当性構造の最も堅固な社会条件を満た
すことになる。これに対し，精神的戦略の方は
指向がかなり異なる。ここでは，当該の社会的

界(制度的プログラム）だけでなく，二次的な
正当化図式自体をも対象とするものである。つ
まり，二次的な正当化図式もまたその妥当性構
造により信遍性を獲得することで，その「客観
性」を維持しているのである。それゆえ，それ
自身妥当性構造に依存する二次的な正当化図式
が社会的世界の妥当性構造の脆弱化を補完する
ことは一見奇異に捉えられる。そこで，こうし
た定式化（特に②）を生み出す過程の検討はよ
り一層必要となる。とにかく，この二つの課題
について項を改めて考察していくことにしよう。
(4)妥当性構造の脆弱化と正当化図式
妥当性構造の「堅固さ」という尺度は直接的
には明示されていない。しかし，彼の示したそ
の最も「堅固」である社会状況の記述はそれを
理解するのに手掛かりを提供している。それに
よると妥当性構造が最も堅固である状況とは，
全体社会が単一の社会的世界の妥当性構造とな

（１１）
る場合である。そして，この場合には，「その
内部での重要な社会的プロセスのすべてがこの
世界の現実性を繰り返し強化するように機能す
る」(Berger[1967=1979:72])。つまり，その社
会に属する成員全員がそうした社会的世界を
「妥当」であると考えている状況であり，先に
示した様々な確証の形態の全ての社会的プロセ
スを通じて確証が行われ，その持続性は充分に
保証されるのである。
しかし，実際の社会ではこうした状況はまず

想定できない。あらゆる社会で多かれ少なかれ
「脆弱化」への動きは生じ，それに対処する為
に様々な社会工学的手段が取られる。つまり，
そこでは相互確証過程に必要な制度的基盤の整
備などがなされるが，ここでは，領界内部の離
反分子への対応方法に着目したい。そうしたも
のとしてバーガー＝ルックマンがあげる方法
は，①物理的戦略と②精神的戦略に整理できる。
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世界またはその一部について「有意な」他者の
範囲を限定しそうでない他者との境界を設定す
る。そして，その境界内の「有意な」他者集団
の中に，（物理的戦略の目指す）同質性を限定
することが目指されるのである。つまり，実際
に社会的相互作用の中で生じる主観的現実への
否定的な他者経験を排除するのではなくして，
否定的な他者経験を受けつつも精神的に境界外
に排除し「無効化」することにより，より小さ
な他者集団（例えば，「下位社会｣）の中の他者
経験のみを対象として同質化の形成を目指すの

（１２＞
である。
以上の検討の結果，先にあげた問題は以下の
ように解釈できる。まず，妥当性構造の「堅固
さ」とは，物理的戦略の指向に示されるよう
に，全体社会において当該の社会的世界が「妥
当」とどの程度されているか（または「妥当」
とする社会的プロセスがどの程度存在するか)，
言い換えれば，人々が社会的相互作用を取り結
ぶ他者の経験においてどの程度肯定的な確証を
得られるかという尺度を指示するものであった
と考えられろ。そして，この「堅固さ」が弱ま
るにつれて取られる物理的・精神的戦略を正当
化することが，それと補完的な位置に置かれた
二次的な正当化図式の妥当性構造に対する実質

（１３〉
的機能であると考えられる。そして，それ自身
が妥当性構造に依存する二次的な正当化図式に
よる「脆弱な」妥当性構造の補完という疑問に
対しての解答は，両者の内，特に精神的戦略の
中に明確に示されている。そこでは，レイベリ
ングを通じて「有意な」他者とそうでない他者
とを区別し，「有意な」他者の中だけに主観的
現実への影響を限定することがなされるのであ
る。このことは，妥当性構造の脆弱さと，二次
的な正当化図式の「客観性」及びその主観的現
実維持に関する補完的機能の存立が矛盾しない

ことを示しているのである。

３：現実構成派の枠組におけるく不安＞と宗教

さて，以上で一応く不安＞と相関すると考え
られる社会的世界の主観的現実維持機構につい
て現実構成派（主としてバーガー）の基本的な
枠組をまとめた。そして，そこではその重要な
要素となる正当化図式と妥当性構造が相互にそ
の形態を規定しあい連関していることが示され
た。そこで，次にこうした基本枠組をもとに彼
らが現代におけるく不安＞と宗教の関係につい
てどのように捉えているのかを考察してみよう。
彼らは，宗教を，現代における社会的世界の

主観的現実維持機構の把握と密接な関係を持つ
存在として考えている。つまり，先に示したと
おり，「客観的」なく知識＞（群・体系）の重要
な一類型が，宗教と呼ばれているものなのであ
（１４）
る。言い換えれば，宗教は，こうした「客観
的」なく知識＞（＝正当化図式）を提供する存
在であり，宗教社会・宗教集団という妥当性構
造，つまり，その社会的基礎となるそれを「妥
当」とする人間集団を形成し，その中で儀礼な
どの制度を通してそうしたく知識＞の妥当性を
確証するための社会的プロセスを展開するもの
と捉えられるのである。
バーガーもまた，現代社会において人間は
「故郷喪失者(HomelessMind)」となったと言
い，先に特定したく不安＞の存在を認めている
（１５＞
が，それゆえ，彼にとって現代における社会的
世界の主観的現実維持機構の探究は,西欧中世
において「聖なる天蓋」として包括的な正当化
図式を提供し，堅固な妥当性構造を確立してい
たと考えられるキリスト教の「近代化」過程に
おける変化（特にその祖型と彼が考えるプロテ
スタントの変化）を追うことにより成されるこ
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ととなった。そうした過程の記述の中で彼は，
包括的な正当化図式を提供していたキリスト教
が経済・政治などを代表とする公的な制度領域
を手放し，私的な領域にその影響を限定するよ
うになったことと，一元的であった中世のキリ
スト教が，分派を繰り返し，その相互間あるい
は「世俗的」なイデオロギーと競合するような
状況に陥ったことの二つの変化に着目する。こ
の両者は，共に「多元的(pluralistic)」な状況へ
の移行を示すとされているが，その意図すると
ころは，今までの整理に立つ以上，弁別して考
えるべきであろう。この内，前者は，社会的生
活世界の複数化(pluralization)という文脈で語
られている問題である(Berger=Berger=Kel-
lner[1973=1977:chap.3])。これが示すのは，前
近代においては日常生活の諸領域（セクター）
を包括的に説明する正当化図式が存在し，それ
により社会的生活世界が一元的であったのに対
して，「近代化」を経た現代においては日常生
活の諸領域はそれぞれに細分化された（それゆ
え，社会的生活世界全体として多元的な）生活
世界を形成しているということである。言い換
えれば，生活領域毎に異なる正当化図式が採用
されているのである。そして，この結果，人
は，特に公的領域において，互いに非常に異
なった意味体系に支配される幾つもの生活世界
を共時的に生きることになり，残された私的領
域において宗教のような「統一的で持続的な意
味秩序」の成立を志向するようになったのであ
る。それに対して，後者で示されるのは，多元
主義(pluraliSm)という文脈で語られている問題
である(Berger[1967=1979])。こちらは，同一
の生活領域（現代においては特に私的領域）に
関して社会的に相異なる複数の正当化図式が競
合することを指している。そして，こうした二
つの状況の進行の結果，宗教は私的領域におけ

る正当化図式として（｢世俗的」なものと共に）
多様な選択肢の中から個人の嗜好により選び取
られる消費的存在に（＝相対的な正当化図式
に）なったと指摘される。そこでは，人埼の社
会的相互作用の中に必然的に異なった解釈枠組
（世界観）を持つ他者が存在し，他の現実定義
の媒体との接触も恒常化するにもかかわらず，
自己の内面化した解釈枠組の主観的現実を直接
的に確証する妥当性構造は嗜好を共にする範囲
（せいぜい家族やごく親しい友人といった極め
て不十分な範囲）に止まることとなって，妥当
性構造の堅固さ（確証経験の持続性など）は望
むべくもなくなったのである。そして，この妥
当性構造の脆弱性は，主観的現実自体の脆弱性
（＝＜不安＞）を導き出しているのである。
ところで，主流となる現代の社会的世界の主

観的現実維持機構の変化は以上の通りである
が，ここで，逆に宗教の対応についての見解を
付け加えておこう。彼によれば，現代の宗教教
団は，主観的な主情性を客観的な教義に代えて
宗教的正当性の基準とし，こうした社会状況に
順応して飽くまでも消費的存在として進易久くデ
ノミネーション＞的形態をとるか，従来通り教
義の客観性・普遍性を主張して，こうした状況
を否定して強力な境界を設定することにより閉
鎖的な下位社会を形成しそれを妥当性構造とし
てその中に立て籠もるくセクト＞的形態をとる
かのこつの理念型的選択を迫られているのであ
ると指摘されている(Berger[1967=1979:234]
（１６））。

（１７）４：現実構成派の枠組の意義と限界
一日本への適用をめぐって-

欧米における社会的世界の主観的現実維持機
構の変容についてのバーガーの説明は以上の通
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りであるが，現代日本におけるく不安＞と宗教
を対象とするわれわれにとっては，事態はこれ
をそのまま適用できるほど単純ではない。だ
が，その適用をめぐってその視角を検討してみ
ることは日本の「特殊性」を特定していく上で
も有効な方法を提示しよう。
(1)現実構成派の記述枠組の限界
柳川啓一（柳川＝阿部[1978])などの多くの
宗教学者が指摘するように，日本においては
「世俗化」が進行する以前（前近代）において
も，西欧中世のローマン・カトリック教会に匹
敵するようなチャーチ型宗教は存在していな
かった。そして，それゆえ，チャーチとの比較
対照によって形成されたセクト・カルト・デノ
ミネーションなどの教団類型も日本には純粋な
形で適用できるものではない。そもそも，スィ
ンゲドーの指摘するように，日本においては宗
教と社会の制度化と分化の様相が欧米とは根本
的に異なっているのである（スィンゲドー[１９

（１８）
76:196-7])。このことは，宗教社会学の中で
特に世俗化論の日本への適用が問題となった時
に，制度的な規定を置くものが日本に適用不可
能であったことに示されている。例えば，宗教
制度から言えば，日本には「近代化」の以前か
ら独占的な宗教はなく，神道・仏教・修験道な
どの諸宗教・諸派が併存しており，多元的な状
況であったと言える（田丸〔1987:８６〕)。しか
し，勿論，それが日本にずっとく不安＞が存在
してきたことを示すわけでもない。それ故に，
そうした宗教制度を無批判に議論の中核に置く
ことによっては現代のく不安＞の源泉を説明す
ることはおろか，現代におけるく不安＞と宗教
の関係を考えることも不可能である。したがっ
て，チャーチ・セクト・デノミネーションなど
のように宗教集団の特殊欧米的な制度類型にこ
だわるバーガーの西欧における「世俗化」の記

述枠組をそのまま日本に適用することは不可能
である。
(2)現実構成派の基本枠組の意義
しかし，このことは，先にまとめた社会的世

界の主観的現実維持機構という基本的な枠組
（＝視角）自体が日本に適用不可能であること

（１９＞
を示すわけではない。ここで示されたのは，
ルックマン[1969=1979]がいみじくも「宗教の
制度的特殊化」と表現した，文化的・社会的特
質を持つ中世西欧社会（とキリスト教）の「近
代化」過程へのこの視角の適用から形成された
仮説が，そうした特質を持たない日本社会に不
適合であったというだけのことなのである。先
にまとめた現実構成派の視角は,正当化図式と
妥当性構造との（文化・社会的に）様々な連関
を扱えるものとなっている。したがって’筆者
としては，こうした視角自体の採用は，宗教の
制度的背景が異なるからこそ，日本の状況につ
いてもかなりの有効性があると考える。以下，
ここではこの視角の特性をいくつか提示するこ
とを通して，その有効性を検討していこう。
①宗教の制度的定義からの解放をもたらすこと。
先にも述べたように，従来の欧米の宗教社会
学理論における宗教の定義は，第一に制度的な

（２０〉
側面から成されてきた。そして，それ自体が特
殊な時代的文化的背景を極めて強くもつが故
に，異文化圏の社会への適用が制約されてきた
のである。そのことは，先の柳川の見解に示さ
れるとおりである。これに対して，こうした視
角の採用は宗教を狭い制度的規定から解放する
(Luckmann[1969=1979]においてより鮮明)。
そして，文化的拘束を超えて考えることを可能
にする。宗教は社会・文化により多様な制度的
形態を示すし，また，その制度的形態と社会状
況との関係も多様である。たとえば，ドルガー
ズが指摘するように，宗教制度の多様化が相対
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化や世俗化（宗教の衰退か？）をもたらすとい
う因果関係仮説は西欧的な社会的文化的な制約
を背負っていることは明らかである。彼の研究
対象であったブラジルでは，多様な形態の宗教
制度の併存にも関わらず，彼が「大多数の人々
が共有する最小限の宗教性」と呼ぶ制度化され
ない正当化図式（＝民俗宗教的世界観）があ
り，それ故に欧米のように宗教の消費的存在へ
の帰結や宗教離れをもたらさなかった。ここで
は，多元的な宗教制度は，包括的・持続的な世
界観の妥当性構造における多様な（確証をもた
らす）社会的プロセスとなっていただけなので
ある。そして，このことは，それを紹介したパ
イ自身の指摘するように，「日本宗教の共通言
語」として日本にもかなりの程度言えることで
ある(Pye[1987])。確かに，日本人は神社にも
寺院にも両方参詣するし多様な宗教・宗派に帰
属するが，その根底を成す文化としての宗教の
部分（世界観）については共通である部分が大
きい。柳田國男を始め日本民俗学が解明に努め
たのは，そうした民俗宗教の世界観であったと
言える。そして，多様な宗教制度はその上に棲
み分け(simbiosis)をしていたのである（薗田

（２１）
[1985:436])。それゆえ，日本人，少なくと
も近世の日本人（特に常民）にとっては，こう
した宗教制度の多元性が社会的生活世界の複数
化をもたらすようなこともなかったし，また正
当化図式の競合する多元主義に苛まれることも
なかった。むしろ，彼らは，全生活領域を包含
する単一の宗教的世界の中に住んでいたと言え
る の で あ る 。 、 ．
②宗教の聖俗的定義から解放すること｡
また，従来の宗教社会学理論における宗教の

定義においては，先程の制度的定義と並んで，
「聖なるもの」（＝キリスト教的なもの）という
規範的定義も大きくはたらいていた。しかし，

このように，社会的世界の主観的現実維持機構
という視角を取れば，先に示したように,（宗
教をこうした過程と同義とする機能的定義をと
らない限り）「宗教」に視野を限定する必要は
全くない。（社会主義社会や共産主義的セクト
における）マルクス主義などの「イデオロ
ギー」や東洋における儒教なども同列に扱われ
る。このことは，日本を扱うに際して一つの利
点となる。欧米社会を対象にしても，近現代に
おいて，宗教に視野を限定することは社会的世
界の主観的現実維持機構の一部だけを切り取る
ことを意味するのであるが，日本のように欧米
流の聖一俗カテゴリーによる明確な分類の困難
な社会においては近現代に限らず，別の視角を
必要とする。桜井〔1982〕の指摘するように，
日本の民俗社会にあっては，聖俗にあたるハレ
・ケは相互に循環し交換しうるものと捉えられ
ていたのであるし，宮家の主張[1974]を待つ
までもなく，日本においてはムラ・イエ・同族
団などの合致的宗教集団がそうした民俗宗教的
世界観の妥当性構造として中心的な役割を果た

〔２２）
していたのであり，いわゆる宗教集団である特
殊的宗教集団に視野を限定しないこうした視角
の採用なしには全体像の把握は不可能である。
(3)日本への適用における課題
一く不安＝宗教復興＞説の実証課題と絡めて-
いままでの論述を通じて，この視角の日本へ

の適用の有効性を示してきたが，そこではこれ
までの視角に対する相対的な意義が述べら'れた
に過ぎず，また，実際にこうした視角から見た
場合に何が課題となるのかは不明瞭なままで
あった。そこで最後に，序で設定したく不安＝
宗教復興＞説の実証課題と絡めて，こうした視
角を日本へ適用することの積極的な意義とこう
した視角から生ずる課題について論じておこう。
＜不安＞はなによりも全体的な社会的世界の
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主観的現実維持機構の状況と関係するものであ
るから，特に日本においては宗教の興隆とく不
安＞の増大とを安直に結びつけることは許され
ない。＜不安＞の増大は，宗教と同じく社会的
世界の主観的現実維持機構の構成要素となる全
てのものの興隆により対応される可能性がある。
例えば，擬似宗教または宗教類似物として従来
から同一の土俵の上で扱われてきたいわゆる修
養団体の興隆という現象は勿論，「世俗的」と
される「イデオロギー」を掲げる集団がその勢
力を伸ばすことや通常は「世俗的」と分類され
る社会集団（ムラ，イエ，会社等の合致的宗教
集団）がその形態を変容しつつ対応することも
考えられる。また，マスコミを媒介にした個人
的な主観的現実維持行為が盛んになることやベ
ラ[1967=1973]のいう「市民宗教」のようなレ
ヴェルの世界観が支えになる可能性もあると言

（２３＞
える。従って，＜不安＝宗教復興説＞を実証す
るとすれば，少なくとも，これらの諸現象を視
野に収められるこうした視角に立って日本の
「近代化」に伴って生じた社会的世界の主観的
現実維持機構の変化（広義の世俗化）と宗教変
化（狭義の世俗化）の両面について捉えること
が必要なのである。繰り返しになるが，日本に
おいては，宗教制度が多元的に存在することそ
れ自体は「近代化」の前後で変わりはない。先
には，それが宗教的世界観の相対化ひいては主
観的現実の脆弱性を導かないことのあることが
ブラジルや日本近世を例に示されたのである
が，それとても普遍的でないことは現代日本の
く不安＞が示すところである。つまり，宗教制
度の多元化と世界観の相対化乃至主観的現実の
脆弱化とは日本においては直接的には独立した
現象なのである。それ故に宗教制度の承を見て
いたのでは「近代化」によるその変化の把握は
困難であり，社会的世界の主観的現実維持機構

の変遷との照合は不可欠なのである。言い換え
れば，それは，世界観の一元性と宗教制度の多
元性とを媒介する日本的な社会的世界の主観的
現実維持機構一日本的な正当化図式の特質と
日本的な妥当性構造の特質との内的連関構造一
一を明らかにし，その上で「近代化」に伴っ
て，そうした正当化図式と妥当性構造との連関
形態にどのような変容が生じ，現代のく不安＞
を生承出す源泉となったのか，および宗教制度
はこうした過程を受けて如何に多元性の質を変
化させたのかを明らかにすることが新たな課題

（２４）となることを示しているのである。

＜註＞
（１）本稿では,P. L .バーガー･TH .ルック
マン･A.ザイデルフェルトなどの哲学的人間

学の前提を共有する社会学者のスクールを「現
実構成派」と呼ぶことにする。
②「宗教はわれわれの生活に対して必要なもの
と思うか。それともなくてもかまわないものと
思うか」と言う質問に対して,1952年の読売新
聞社の調査では必要だと答えた人が74％であっ
たのが1975年のNHK調査では46%へと減少し
ていたが(NHK[1975:103]),1981年のNH
Ｋ調査では72％-「ぜひ必要なものだ」：２０．
３％＋「あった方がよい」:51.6%-(NHK
[1984:基本属性別集計結果表103])へと急速
な回復を見せた。
(3)文部省統計数理研究所の「日本人の国民性」
調査およびNHK放送世論調査所の調査による
と，「信仰とか信心をもっている人」の比率は，
1958年以降減少し続けていたがそれは1973年の
２５％を底に反転して1978年までの５年間で1958
年の時点とほぼ同じ水準（34％）まで増加した
(NHK[1984:75])｡

(4)「宗教が生活に必要」という意識の中には，
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の関係が中心的に論じられており，その後”歴
史的記述も，世俗化(Secularization)のプロセス
を信愚性(Plausibility)と正当化図式(Legitima-
tion)の二つの問題との関連で考察するという
構成に成っている(Berger[1967=1979])。
(9)このことは，従来の社会学理論の中では，準
拠集団論の扱っていた領域である。ただ，バー
ガーの意図は別として，ここでは当事者によっ
て確証の相手として捉えられる存在（たとえば
神）も含ふうると考えている。これについて
は，作田啓一の媒介者のパラダイムが最も広範
な他者を網羅し，しかも様々な条件により極め
て簡潔に整理しているので，それを参照せよ
（作田[1981])｡

(ll)ここでは，本来は主観的現実維持と並んで，
客観的な世界の維持も同時に対象とされている。
なお,plausibilitystructureという概念は本稿で
は妥当性構造と統一したので，ここの訳は訳書
とは一致しない。

(ll)こうした妥当性構造の堅固さの極に位置する
ような場合においては，社会的世界は自明性
（事実性）を獲得するため，二次的な正当化図
式の必要性は全くなくなるとも極言できるが，
実際の社会では，次の世代への引き継ぎと1‘,う
問題が必ず存在するため，こうした事態は純粋
な型としては実在せず，一つの理念型である
(Berger[1967=1979:70])。

(l2)ミクロなしヴェルにおけるこの種の試みの把
握は，フェスティンガ一の認知的不協和の理論
の中に見出される。彼は，社会的不一致に由来
する認知的不協和の低減方法として，①自分の
意見を変えて他の人々の意見に合わせるこ,と，
②他の人に働きかけて意見を自分のそれと合う
ように変えさせること，といういわば物理的戦
略と並んで，③「なんらかの仕方で，他の人を
自分自身と比較できる(comparable)相手ではな

①「心の支えや慰めを与えてくれるから」（６６．
２％)，②「結婚式や葬式などの，儀式に欠かせ
ないから」（23.9％)，③「家内安全，豊漁，豊
作，商売繁盛などのため」（30.4％)，④「社会
生活に必要な道徳を教えるから」（45.0％）な
どの意識が包含されている(NHK[1984:基

本属性別集計結果表104])。
(5)既成の神社神道や仏教教団には，それほど目
立った勢力の伸長はなく，逆に，宗教浮動人口
の増加に伴って氏子制度・寺檀制度の動揺など
に晒されている（藤井[1974])。

(6)栗原彬「やさしい青年」[1981],小此木啓吾
「モラトリアム人間」[1978],R.J.リフト
ン「プロテウス的人間」[1971=1974]などの議

論がここでは想定されている。
(7)legitimationという概念の訳語を本稿では正
当化図式と統一することとした。その理由は，

訳書に見られる正当化という訳語では，それ自
体は妥当性構造に入る社会的プロセスを含むと
の誤解を免れえないことが挙げられる。ここで
のこの概念は後述する定義にも見られるよう
に，第一義的には「客観的」なく知識＞（＜観

念＞やく価値＞という用語に示される含意に近
いが，彼はこの中に前理論的なものを重要な部

分として含むこと(Berger[1967=1979))及び
それが認知上の要素を持つこと(Berger=
Luckmann[1966=1977])からそうした用語の

採用を拒んでいる）を指すのであってプロセス
を指すものではない。しかし,theprocessof
legitimation[1967:29]などのようにミスリー

ディングな表現もあることは確かである。
(8)この二つの主題は，『聖なる天蓋』Ｔ向ｇ
ＳａcredCａ刀o'yにおいて対を成す視角として最

も明確に扱われており，本稿もその議論に基本
的によっている。特に，第二章「信愚構造と正
当化」(ReligionandWorld-Maintenance)ではそ
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いとすること」という方法を挙げており，これ
が精神的戦略と一致する。そして，彼の場合，

そうした例として色の知覚に関して「色盲」と
いうラベルをあげている(Festinger[1957=196

5:173])｡
(13)ここでは，妥当性構造の多様性の内，中核を

なすと考える他者の社会的属性をどう二次的な
正当化図式が規定するかという側面について述
べた。このことは，先にあげた確証媒体や確証

経験の首尾一貫性についても応用することが可
能であり，厳密にはそれらを含めた総体が先の
定式化の意味するところであったと言える。

(l4)宗教の定義については，バーガーとルックマ
ンでは見解が微妙に食い違う。ルックマン[19

69=1976]は，「有機体としての人間の生物学的

性格を超越する現象」と宗教現象を捉え，宗教
の原初形態を世界観自体であると考えており，
正当化図式の全ては宗教に属することになる。
それに対して，バーガー[1967=1979]は飽くま
でも「神聖な」様式によるコスモス化(cos-
mization)の承を宗教と定義しており，それによ
ると，正当化図式のサブ・カテゴリーに位置す
ることになる。ここでは，このバーガー的な定
義の方を取ったが，これは「世俗的」とされる
ものについてその概念に含むかどうかの差を形
成するにすぎず，しかも，バーガーにおいて
も，理論上，「世俗的」な様式のコスモス化も認
めているので，実質的な差を生承出すことには
それほどならない。

(15)バーガーは例えば「自己と社会についての体
験のこのような渡り鳥的性格と関連するのは，
いわば形而上学的な『安住の地』の喪失である。
このような状態を心理的に耐えるのが困難であ
ることは，いうまでもない｡」と述べている

(Berger=Berger=Kellner[1973=1977:92])。
(l6)中世のキリスト教会一ローマン・カトリック

-が教義を客観的・普遍的なものとしていたの

に対し，デノミネーション的な制度形態を取る
プロテスタント教団においては自由主義神学や
新自由主義神学（またはく世俗神学＞）に代表
されるようにく心理主義化＞が認められている。
そこでは，「一個人のく心情＞は他人のく心情
＞とはちがった事柄を言い立てることができ
る」ため，宗教的内容の相対化及びその制度形
態が正当化されることとなった。それに対し，
セクト的形態をとるプロテスタント教団は，一

般に新正統主義神学に代表される教義の客観性
の主張へ再び向かい，それ故，＜外＞の社会に
く悪魔的な勢力＞などのラベルを付与すること
により強固な境界を設定することを正当化する
こととなった(Berger[1967=1969:235-260])｡

(17)P.グラスナーによれば，他の世俗化学説と
並んで，現実構成派の記述にも，欧米の事情を
考える上において,@Idealization(特に，中世
は真にキリスト教的であったという把握＝a
CatholicUtopianismにおいて),@Permea-
tion(宗教のインパクトが社会全体に均一に作
用するという宗教的同質性の仮定において），
③Categorization(妥当性構造の「慣習的に定
義された宗教制度」に限定した使用において）
という三つの方法的限界を持っている(Glas-
ner[1977:66-67))。
(18)スィンケドー[1976:196]は，その例として
神道を挙げている。神道は，一般社会からさほ
ど分化していない文化宗教であるが，制度化さ
れた宗教であることも否めないというのがその
理由である。
(19)この問題は，註(17)で触れたCategorizationに
関するものであり，そこでのグラスナーの批判
は正当なものであり，傾聴に値する。彼は，
バーガーの場合，その基本的な視角において
は，妥当性構造を広範な制度を包含する概念と
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宗教の難しい教義とは関係なしに，自分たちな
りの宗教をもち，その中に諸宗教を位置づけて
うけとめているのではないかと思われる。すで
に庶民の宗教があってその体系のなかに諸宗教
がとり入れられているのである。それ故，日本

人の宗教の特徴は，諸宗教の教義ではなくて，
庶民のもつ宗教をとらえることによってもっと
も明瞭に理解できよう｡」と述べている[1974:
166]｡

側）宮家準は，近代日本の宗教を分析し，それを
宗教機能に特殊化した（仏教教団・講・新宗教
など）特殊的宗教集団と，ここで例示した集団
を代表とする他の機能と分化していない合致的

宗教集団とに整理している（宮家[1974)),
(卿）類似した視角からの現代把握としては，井門
富二夫[1974:139-161]の記述がある。そこで
は，現代日本の宗教を捉えるために，特殊的宗

教集団を組む制度宗教（葬祭儀礼などに係わる
仏教・神道）や組織宗教（新宗教・新新宗教）
と宗教集団および制度を顕示的には組まない文

化宗教（初詣・盆の里帰りなどの背景をなす世
界観）や個人宗教(｢PHP』や『いんなあ．と
りっぷ』の読者層のような存在）の四つが設定
されている。

(24）多元的な宗教制度の併存にも係わらず，一元
的な世界観として捉えようとする試承として
は，先の宮家[1974 ]やH .B .エアハート

[1967=1970]などの先行業績がある。彼らは，
共に修験道という特殊な研究対象に係わってい
たことによるのであろうか，神道・仏教・固有

信仰を弁別しその間の関係を無視するのではな
く，それら相互の関係とそれらを含む日本宗教
全体を捉えることを目指した。しかし，そこで
はどちらかというと世界観の一元性の主張に偏
りがあるように思われ，制度の多元性との'連関
の視角は余り顕著ではない。

して設定したのに，歴史的記述への応用に際し
,てそれを「慣習的に定義された宗教制度」に限
定してしまったと分析する。具体的には，中世
の総体的な(overall)妥当性構造がチャーチと，

現代の妥当性構造がセクトやデノミネーション
と同一視された。そして，その結果，現代にお
いてもっと一般性の高いレヴェルにある『聖な
る』コスモス(genericreligion-例えばベラのい

う「市民宗教｣）の妥当性構造の存在の可能性
を見逃してしまったと結論するのである(Glas-
ner[1977:91-2])。後述するように，日本にお
いては，個々の宗教制度を越えたこの一般的な
レヴェルにおける宗教的世界観の存在が重要で

ある。そこで，歴史記述での限定された特殊枠
組は適用できないが，基本的な枠組視角として
は適用可能ということになる。

(m)かつての「宗教衰退論」と「宗教不滅論」と
の違いなどに見られるように，世俗化把握の違
いの根底に宗教定義の違いが存在することは現

在ではよく知られている。広範な世俗化に関す
る宗教社会学理論を検討したP.グラスナー
は，基本的な前提となる宗教定義を制度的なも
の,規範的なもの，認知的なものの三つに分類
した(Glasner[1977:13TABLEl.1])。この内，

制度的定義では，チャーチやセクトなどの特定
の宗教集団を雛形にしたものが多く，そこには

文化的社会的な限定が色濃く反映していた。ま
た，それは規範的定義でも同じでここではキリ
スト教的規範であるかどうか，または聖俗どち

らかなどという文化的社会的な限定を背負って
いた。それに対して，バーガーやルックマンの

属する認知的定義はこうした限定を基本的な所
では逃れていると言える。

(21)宮家準は，「仏教，神道などをはじめとする
多様な宗教を同時に別になんらの矛盾を感じる
こともなく受けとめている庶民は，これらの諸
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